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第２次指針の策定にあたって 

 

神奈川県は、「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」に

基づき、食の安全・安心の確保の推進に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るため、平成 22 年３月に「かながわ食の

安全・安心の確保の推進に関する指針」を策定し、食の安全・

安心の確保に向けた取組みを推進してまいりました。 

この間、東日本大震災による原子力発電所事故に伴う放射性

物質による食品の汚染の問題など、食の安全・安心に関する新

しい課題が発生し、その対応が求められるようになりました。 

こうした状況のもと、このたび、第２次となる「かながわ食の安全・安心の確保の推進に

関する指針」（以下「第２次指針」という）を策定いたしました。 

また、県は、今年、新たな政策重点目標として、「いのち全開宣言」を掲げ、健康寿命日

本一を目指すこととしました。 

この「いのち全開宣言」の取組みの一つである「食」を通じた健康づくりにも、食の安

全・安心の確保は、欠かせないものです。 

第２次指針の策定に当たりましては、「神奈川県食の安全・安心審議会」の委員の皆様を

はじめ、県民の皆様、また関係団体等の皆様から多くの貴重な御意見や御提言を頂きました。

改めて皆様の御協力に深く感謝申し上げます。  

今後、「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向け、この第２次指針に基づき、国や地

方自治体と緊密に連携するとともに、県民の皆様や食品関連事業者の皆様、そして関係団体

等の皆様と連携を図りながら、本県の食の安全・安心の確保を推進してまいります。 

皆様の御理解とお力添えをお願いいたします。 

 

平成 25年３月  
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Ⅰ これまでの県の取組み 

本県では、平成 15 年５月に制定された食品安全基本法の基本理念にのっとり、

生産から消費に至る食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進するため、

「神奈川県食の安全・安心推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置し、

食の安全・安心の確保に関する施策を推進してまいりました。 

  しかしながら、中国産冷凍餃子を原因とする薬物中毒事案、後を絶たない食品 

表示偽装等、様々な問題の発生によって、食品や食品関連事業者に対する県民の 

皆さんの信頼が大きく損なわれる事態となりました。 

そこで、本県では、食の安全・安心の確保に向けた県の方針をより明確にし、

それを実現する具体的で実効性のある仕組みづくりが必要と考え、平成 21 年７月、 

「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」（以下「条例」という。）を制定し 

ました。 

この条例に基づき、食の安全・安心の確保の推進に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、県が取り組む総合的かつ中期的な目標及び施策の方向を

示すものとして、平成 22 年度から平成 24 年度の３年間を設定期間とした「かな

がわ食の安全・安心の確保の推進に関する指針」（以下「第１次指針」という。）

を策定し、食の安全・安心の確保に向けた取組みを推進してまいりました。 

    

Ⅱ 改定の趣旨 

第１次指針の設定期間の最終年度を迎え、第１次指針の実施状況を検証したと

ころ、概ね計画どおりに実施することができました。 

しかしながら、食の安全・安心を確保するためには、生産から販売に至る各段

階における衛生管理の推進などの基本的な取組みを、継続的に取り組んでいくこ

とが重要です。 

一方で、東日本大震災による原子力発電所事故に伴う食品の放射性物質による

汚染の問題など、食の安全・安心を揺るがす新たな課題も発生しました。 

そこで、第１次指針の基本的な考え方は継承しつつ、この３年間に発生した新

たな課題に対応した内容も盛り込み、更なる食品の安全性の確保と、県民の食品

や食品事業者に対する信頼の向上を図るため、第２次指針として改定することと

いたしました。 
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Ⅲ 基本的事項 

１ 位置づけ 

「かながわ食の安全・安心の確保の推進に関する指針」（以下「指針」とい

う。）は、条例第８条に基づき、食の安全・安心の確保の推進に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、県が取り組む総合的かつ中期的な目標及

び施策の方向を県民の皆さんにお示しするものです。 

 

○ 指針の期間 

指針は、食の安全・安心を取り巻く社会情勢の変化に的確に対応しなが

ら、中期的な視野に立った県の施策の方向について示す必要があることか

ら、この指針の期間を３か年度(平成 25年度～平成 27年度)とします。 

○ 指針の変更 

食品の安全性に関する大幅な制度の改正や、社会情勢の変化などで期間

内に変更の必要性が生じた場合には、所要の見直しを行うものとし、変更

した場合には遅滞なくこれを公表します。 

○ 食の安全・安心行動計画 

本指針に基づく施策を着実に進めていくため、食の安全・安心の確保の

推進に関する施策を単年度の計画として示した「食の安全・安心行動計

画」を策定し、年度毎に実施結果を検証することによって計画的な進行管

理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県食の安全・安心の確保推進条例 

条例に基づいて策定する 

総合的かつ中期的な 

目標と施策の方向 

 

かながわ食の安全・安心の確保の推進に関する指針  

指針に基づく施策を推進する

ための単年度の事業計画 

 

かながわ食の安全・安心行動計画  

 

条例・指針・行動計画の関係 
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２ 条例及び既存法令に基づく施策との関係 

   指針には、条例で推進する施策と、食品衛生法などの既存法令に基づく施策

を盛り込み、これらを併せて実施していくことによって、さらなる食品の安全

性確保を図り、県民の皆さんの食品や食品関連事業者に対する信頼の向上に寄

与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 条例に基づく施策と既存法令に基づく施策との関係イメージ図 】 

食 の 安 全 ・ 安 心 の 確 保 

既存法令に基づく施策 

条例に基づく施策 

◎ 食品等の流通の過程の

各段階における適正な管

理に関する助言、指導等 

◎ 食品関連事業者の自主

的な情報提供の促進 

◎ 情報の共有並びに情報

及び意見の交換の促進 ◎ 食品等の自主回収の報告 

◎ 食品等輸入事務所等の届出 

◎ 食育の推進に関する施策

との連携 

◎ 表示制度の適切な運用の

確保のための助言、指導等 

◎ 遺伝子組換え作物との交

雑の防止等のための助言、

指導等 

食品及び食品

関連事業者へ

の信頼の向上 

・ 食品安全基本法 

・ 食品衛生法 

・ 学校給食法 

・ ＪＡＳ法 

・ 健康増進法 

・ 景品表示法 

・ と畜場法 

・  食鳥処理の事業の

規制及び食鳥検査

に関する法律 

・ 食品表示法 

・  牛海綿状脳症対策

特別措置法 

・ 家畜伝染病予防法 

・ 飼料安全法 

・ 医薬品医療機器等法 

・ 農薬取締法 

・ 持続性の高い農業生

産方式の導入の促進

に関する法律 

・  原子力災害対策特

別措置法      等 

食 品 の 

安全性確保 
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３ 総合的かつ中期的な目標及び施策の方向 

指針では、食の安全・安心の確保を実現するため、県が取り組む総合的かつ

中期的な目標及び施策の方向を、次のとおり整理します。 

・条例における基本理念を踏まえ、「生産から販売に至る各段階における安

全・安心の確保」及び「リスクに関する相互理解（リスクコミュニケーシ

ョン※）」を目標とし、施策の方向として、この目標を達成するために必

要な 10の施策を掲げます。 

・10 の施策ごとに取組みの内容を定め、これを実行していくことによって、

施策の着実な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合的かつ中期的な目標及び施策の方向 】  

 １ 生産者等における自主管理の促進 

 ２ 生産者等に対する指導等の実施 

 ５ 食品営業者等における自主管理の促進 

 ６ 食品営業者等に対する監視指導等の実施 

 ３ 生産段階における助言・指導等に係る 
    人材育成及び調査研究 

 ７ 製造段階等における助言・指導等に係る 
   人材育成及び調査研究 

 ８ 適正な食品表示の推進 

 ４ 遺伝子組換え作物との交雑の防止等 

 

 

 

 

 
 
 

 ９ 情報の共有化の推進 

 10 関係者による意見交換の促進 

リ
ス
ク
に
関
す
る
相
互
理
解 

（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
） 

製
造
・
輸
入
・
調
理
・
販
売
段
階 

生
産
段
階 

生
産
か
ら
販
売
に
至
る
各
段
階
に
お
け
る
安
全
・
安
心

の
確
保 

食
の
安
全
・
安
心
の
確
保 

目 標 施策の方向 

※「ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」→14頁「ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは」の項参照 
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Ⅳ 施策の方向に沿った取組み 

 

食品は、生産、製造、加工、販売といった様々な段階を経て皆さんの食卓に上が
ります。食の安全・安心の確保は、これらの一連の流通の過程の各段階において、
必要な措置が適切に講じられることにより、行われなければなりません。 
そこで、食の安全・安心の確保に一義的な責任がある食品関連事業者が、自ら扱

う食品等の安全性や品質・情報などについて自主的な管理を促進するとともに、必
要な助言や指導等を実施します。 

さらに、各段階における助言や指導に係る人材の育成や調査研究を実施し、食の
安全・安心の確保を推進します。 

 

 

１ 生産者等における自主管理の促進  

   農業者、畜産農家、漁業者等に対し、自らが生産する農林水産物の安全性、品

質確保等に関する技術の普及を図り、生産者等の自主的な取組みを促進します。 

 

 

（１）農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和に留意しつつ、土づ

くり等を通じて化学合成農薬や化学肥料の使用削減等による環境への負荷

の軽減とより安全な農産物生産に配慮した持続的な農業(環境にやさしい農

業)を推進します。 

また、農産物の栽培管理等が適正に実施されるよう、農業者が自ら実施

する適正管理の取組み（農業生産工程管理(GAP)の導入）を促進します。 

  （２）畜産農家に対し、家畜の飼養衛生管理、生産履歴情報の記録などについ

て、技術的な助言・啓発を行い、意識の向上を図ります。 

     また、畜産物の安全性を確保するための衛生管理手法である、農場ＨＡ

ＣＣＰの導入を促進します。 

  （３）漁業者や魚市場関係者等に対し、水産物の鮮度保持、加工施設における

衛生管理などについて技術的な助言を行い、漁業者、魚市場関係者等の意

識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 

  ＧＡＰ
ギ ャ ッ プ

とは？ 
ＧＡＰ（農業生産工程管理）とは、農産物の安全確保、環境保全、農産物の品質向上、

労働安全の確保などを目的に、農業者自らが次のように行う管理手法です。 

①農作業の点検項目を決める 

②それに従い農作業を行い、記録する 

③記録を点検・評価し、改善点を見出す 

④それを次回の作付けに活かす 

 

 

◎生産から販売に至る各段階における安全・安心の確保 

○生産段階 

※GAPは、Good （より良い）Agricultural（農業の）Practice（実践）の頭文字 
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２ 生産者等に対する指導等の実施  

   農業者、畜産農家、漁業者等に対し、農薬や動物用医薬品を適正に使用するよ

う指導を行うとともに、必要な検査を行い、農林水産物の安全性確保に係る対策

を推進します。 

 

    

 

   （１）「神奈川県農薬安全使用指導指針」に基づき、農業者に対して農薬の適

正使用について指導するとともに、農薬販売者に対して適正販売指導のた

めの立入検査を実施します。 

  （２）畜産農家に対し、家畜の伝染性疾病等の検査を実施し、飼養衛生管理基

準に係る指導を実施します。 

また、畜産農家に対して飼料等の適正使用について指導するとともに、

動物用医薬品等販売業者に対して適正流通確保のための立入検査を実施し

ます。 

  （３）魚類養殖業者等に対して水産用医薬品の適正使用に係る指導を実施しま

す。 

  （４）県内で生産された農林畜水産物等について、計画的に放射性物質の検査

を実施するとともに、生産者等に対して適正管理に係る指導を実施します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 

家畜の飼養衛生管理基準 

 家畜の飼養段階における衛生管理を徹底し、家畜の伝染病の発生を予防するため、農

林水産大臣は家畜伝染病予防法第 12 条の３に基づき、特定の家畜（牛、豚、鶏、馬など

15 種）について、その所有者が守るべき衛生管理の基準を定めました。 

 
（飼養衛生管理基準の概要） 

・ 農場の中で徹底した衛生管理が必要なエリアを衛生管理区域として設

定する。 

・ 衛生管理区域への病原体の持ち込みを防止するため消毒設備を設置

し、車両・人の消毒や必要のない者の立入を制限する。 

・ 飼養する家畜に異状が確認された場合、直ちに家畜保健衛生所へ通報

し、出荷や移動を停止する。 

・ 伝染病発生時の家畜埋却用の土地の確保、焼却または化製処理に向け

た準備を行う。 

・ 衛生管理区域に立ち入った者の記録を作成し、１年間以上保存する。 

・ 異状が認められた場合その他必要な場合には、獣医師の診療を受け、

又は指導を求めること。 
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※「HACCP」→９頁「５ 食品営業者等における自主管理の促進」の項参照 

３ 生産段階における助言・指導等に係る人材育成及び調査研究 

  農業者、畜産農家、漁業者等に対し、助言・指導等を行う人材の育成やスキル 

アップを図るとともに、食の安全・安心に配慮した生産技術等に関する県の調査 

研究を推進します。 

 

    

 

（１）農薬取締法等に関する法令の遵守などの指導又は助言を行うとともに、 

自ら率先して範を示すことにより適正な防除業務の推進にあたる人材の育

成を行います。 

（２）畜産物の安全性を確保する農場 HACCP の導入を促進するため、国等が

開催する農場 HACCP に係る指導員の養成研修会に参加し、指導ができる

県の人材を育成します。 

  （３）漁業者等に対して、漁港や市場における衛生管理に係る助言・指導を行

う魚市場関係者を対象に、衛生管理の専門家による研修を実施します。 

  （４）食の安全・安心に配慮した、農畜水産物の生産技術等の調査研究を実施

します。 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 

農場ＨＡＣＣＰ
ﾊ ｻ ｯ ﾌ ﾟ

とは？※ 

畜産農場に HACCP の考え方を採り入れ、家畜の所有者自らが有害物質の残留等の危害や

生産物の温度管理等の重要管理点を設定し、継続的な記録管理を行うことにより、生産農

場段階での危害要因をコントロールする飼養衛生管理のことです。  

農林水産省では、畜産物の安全確保の観点から、畜産農場における HACCPの考

え方を採り入れた衛生管理手法（農場 HACCP）を推進しています。 

( １ 平成 14年に、農場 HACCP導入の前提となる飼養衛生管理の方法を畜種ごと

に一般的衛生管理マニュアルとして整理した「家畜の生産段階における衛生管

理ガイドライン」を策定しました。 

( ２ 平成 19年から農場 HACCPの認証基準について検討を始め、平成 21年に「畜

産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準（農場 HACCP認証基準）」を

公表しました。 

( ３ 平成 23年 12月から、この認証基準に基づき、民間での農場 HACCPの認証手

続が始まりました。  
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４ 遺伝子組換え作物との交雑の防止等  

   遺伝子組換え作物が栽培され、周辺の一般作物と交雑等を生じた場合、周辺の

農業者にはそのことが分からず、適正な食品表示ができないことから、県民の皆

さんの県内産農産物に対する信頼が損なわれるおそれがあります。 

このため、「神奈川県遺伝子組換え作物交雑等防止条例」に基づき、遺伝子組

換え作物と一般作物との交雑や混入に係る防止対策を図ります。 

 

    

 

 

  （１）開放系栽培の計画の届出や、管理責任者の設置、交雑等防止基準に基づ

く交雑等防止措置等を通じて、遺伝子組換え作物と一般作物との交雑や混

入の防止を推進します。 

  （２）必要に応じて届出栽培者等に対し交雑等防止措置の実施状況等の報告を

求めるとともに、圃場等への立ち入り検査を実施します。また、交雑等の

おそれがあると認めるときは一般作物の検査を実施します。 

（３）一般作物の検査等の結果、交雑等の事実があると認めるときは、速やか

に、一般作物を栽培する農業者等に対し、情報の提供、助言、指導等を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示義務のある遺伝子組換え食品は・・・？ 

  
現在遺伝子組換え表示の対象となるものは、我が国で既に食品として安全性が審査さ

れた８種類の農産物（大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、

なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ）と、それを原材料とする３３食品

群の加工食品です。 

遺伝子組換え農作物と非遺伝子組換え農作物を、生産・流通及び加工の段階で混入が 

起こらないようにし、そのことが書類などにより証明されている（ＩＰ
アイピー

ハンドリングと

いう）農産物及びこれを原料とする加工食品は、「遺伝子組換え」 

等と表示（義務表示）又は「遺伝子組換えでない」等と表示 

（任意表示）若しくは無表示とされ、証明されていない農産物 

及びこれを原料とする加工食品は、「遺伝子組換え不分別」等 

と表示（義務表示）されています。 

 

 

 

 

取組内容 

 

 

輸入港周辺での輸入農産物の運搬時のこぼれ落ちに伴う遺伝子組換え作物の生育状況や

拡散状況の調査、こぼれ落ちを防止するための指導については、国で実施しています。 

県としては必要に応じて、国の調査等に協力していきます。 

 

遺伝子組換え作物種子のこぼれ落ち 
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５ 食品営業者等における自主管理の促進  

   食の安全・安心の確保を推進するためには、何より食品営業者等の自主管理が

欠かせないことから、製造・輸入・調理・販売の各段階において、食品営業者等

の自主的な取組みを促進します。 

 

    

 

（１）食品営業者等における食の安全・安心の確保に向けた取組みを促進する

ため、食品営業施設等の内外の清潔保持、食品の衛生的取扱い等の基準の

遵守、自主検査の実施、製造販売等に関する記録や、原材料の情報の記録

の作成及び保存等に係る助言を行います。 

（２）食品営業施設の食品衛生責任者、営業者等に対する講習会や、食品関係

団体の自主管理促進活動の支援などを通じて、衛生意識や、法令遵守の重

要性に対する意識の向上を図ります。 

（３）食品営業者等に対し、食品の製造等工程における HACCP の考え方に基

づく衛生管理手法を普及するとともに、その導入を目指す施設への技術的

支援を行い、食品の安全性の確保を推進します。 

（４）学校給食施設における食中毒等の未然防止策を図るため、巡回による助

言や、研修等による情報提供を実施し、自主的な衛生管理の徹底を図りま

す。 

（５）食品の流通・販売業者等に対し、食の安全・安心の確保に関する情報を

提供し意識の啓発を図るとともに、食に関わる重大な健康被害の発生等の

緊急時には迅速に情報を提供します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 

HACCP
ハサップ

(危害分析重要管理点)とは？ 

  

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)は、食品の安全性について

危害を予測し、危害を管理することができる工程を重要管理点として特定し、重点的

に管理することにより、工程全般を通じて危害の発生を防止し、製品の安全確保を図

るという食品の衛生管理の方法です。 

   

 

 

○製造・輸入・調理・販売段階 
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６ 食品営業者等に対する監視指導等の実施  

食品等の安全性を確保するため、製造・輸入・調理・販売の各段階でこれに関

わる食品営業者等に対して監視指導を行うとともに、必要な検査を行います。 

 

    

 

（１）飲食による事故の発生を防止するため、「神奈川県食品衛生監視指導計

画」に基づき重点監視指導項目を定め、計画的に食品営業施設等の監視指

導を実施し、衛生管理の状況を確認します。 

（２）動物由来の細菌によって汚染された食肉等を原因とする食中毒を防止す

るため、と畜場、食鳥処理場、食肉販売店及び飲食店の監視指導を実施し、

衛生管理の状況を確認します。特に、生又は加熱不十分で喫食される食肉

等を原因とする食中毒を防止するため、規制遵守の確認や未規制の食肉等

の生食の危険性について周知等を行います。 

（３）と畜場に搬入された全ての家畜について、と畜場法に基づく検査を実施

するとともに、食肉中に残留する動物用医薬品等の検査を実施し安全性を

確認します。また、と畜場に搬入された牛の BSE 検査を実施するとともに、

特定部位の確実な除去及び焼却について監視指導を実施します。 

（４）流通食品等の安全性が確保されていることや、販売までの各段階で食品

等が適切に管理されていることを、抜き取り検査等によって確認します。 

（５）県内に流通する加工食品等について、計画的に放射性物質の検査を実施

するとともに、製造者等に対して適正管理に係る指導を実施します。 

（６）輸入食品については、厚生労働省検疫所の輸入時の検査に加えて、県内

に流通する輸入食品の抜き取り検査を行うとともに、条例に基づく届出を

行った食品等輸入事業者に対して指導や情報提供を行い、さらなる安全性

の確保に取り組みます。 

（７）食品営業者から自主回収の報告があったときや、県民の皆さんから食品

等の苦情相談があったときは、必要に応じて営業施設の調査等を行い、再

発防止に係る改善指導を実施します。 

 

    

 

     

 

 

 

 

取組内容 

   生食用食肉や牛レバーの規制とは？ 
１ 生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く。）であって、生食用として販売するもの。） 

生食用食肉として販売、提供する場合には、腸内細菌科菌群が陰性であることのほ

か、加熱殺菌などの加工基準、保存の基準、調理の基準、表示の基準が定められ、平

成23年10月１日から施行されました。 

 

２ 牛レバー 

牛レバーは「加熱用」として販売・提供しなければならないことや、牛レバーを使

用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、レバーの中心部まで十分に加熱しな

ければならないことなどが定められ、平成24年７月１日から施行されました。 
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７ 製造段階等における助言・指導等に係る人材育成及び調査研究 

食品営業者等に対し、助言・指導等を行う人材の育成やスキルアップを図ると

ともに、食品営業者等に的確な助言・指導等を行うための県の調査研究等を推進

します。 

 

    

 

（１）食品営業者の団体等の中で、適正な表示について各食品営業者に対して

助言・指導ができる人材の育成を推進します。 

（２）総合衛生管理製造過程に係る助言等を行う資格取得の講習会や大規模又

は複雑な製造工程を有する食品製造施設に対する、高度な監視業務に対応

できる食品衛生監視員を育成する研修を実施します。 

（３）食品衛生監視員等の食品と放射性物質に関する知識の向上を目的とした

研修を開催します。 

（４）と畜検査員の食肉の安全確保に関する知識、技術等の向上を目的とした

技術研修会等を実施します。 

（５）食品衛生法で基準等が定められていない、化学物質や微生物等に関する

情報などのデータ収集及び最新の情報を得るための、調査研究等を実施し

ます。 

（６）食肉の安全性を確保するため、家畜の疾病や食肉・食鳥肉に関する調査

研究を実施します。 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 

 

   総合衛生管理製造過程とは 

食品衛生法で、「製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法について食品衛生上

の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の工程をい

う」と定義されている、HACCP※手法の概念を取り入れた食品の製造過程（製造管理）

のことです。 

食品衛生法に基づく任意の承認制度があり、現在、承認の対象食品は乳、乳製品、

清涼飲料水、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品（レトルト食品

等）の６食品群です。 

 

 

※「HACCP」→9頁「５ 食品営業者等における自主管理の促進」の項参照 
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８ 適正な食品表示の推進  

  食品の表示は、県民の皆さんが食品を選択する上で大切な情報源であり、品質

に関する表示や、アレルギー表示のような健康被害に関わる表示など、様々な表

示が各法令によって規制されています。 

各法令を所管する関係部局が連携を図りながら、食品関連事業者に対する監視

指導や啓発を図り、食品表示制度の適切な運用の確保を推進します。 

 

    

 

  （１）食品関連事業者自らが、責任と自覚をもって適正な食品表示を行うよう、

関係機関と連携して、講習会等を通じて啓発を図ります。 

（２）食品表示法※※、不当景品類及び不当表示防止法、健康増進法、医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療

機器等法）※に基づき、必要な指導や調査を行います。食品表示の違反が発

見された場合は、関係機関と連携し、すみやかに対応します。 

  （３）食品表示法に基づく食品表示の適正化をより一層促進するため、「神奈

川県食品表示ウォッチャー」を毎年度、県民の皆さんから募集し、食品の

表示状況をモニタリングします。 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

取組内容 

  

食品表示ウォッチャーの活動とは？ 

 

神奈川県食品表示ウォッチャーは、食品表示法に基づく食品表示の適正化を図る

ため、日常の買い物を通じ、一般消費者の視点から、主に生鮮食品の名称及び原産

地の表示がなされているか等の表示状況をモニタリングし、年４回県に報告します。

また、不適正な表示を発見した場合には、随時報告します。  

報告のあった情報に基づき、表示率が悪い店舗及び不適正な食品表示のあった

店舗について、県が確認を行い、指導等を実施します。なお、生鮮食品の名称及び

原産地の表示等以外の表示に関係する報告の場合には、所管する部署へ情報提

供します。  

 

 

 

※ 平成 25年 11月 27日に「薬事法等の一部を改正する法律」（平成 25年法律第 84号）
が公布され、「薬事法」（昭和 35年法律第 145号）の題名が「医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（略称：医薬品医療機器等法）に改正さ
れました。(施行：平成 26年 11月 25日) 

※※ 平成 25 年６月 28 日に「食品表示法」（平成 25 年法律第 70 号）が公布され、食品
衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）及び健康増
進法の表示に係る規定が統合されました。(施行：平成 27年４月１日) 

http://hourei.hounavi.jp/hourei/S35/S35HO145.php
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食の安全・安心の確保は、県が施策を実施していくだけでは達成できず、県、

県民及び食品関連事業者の皆さんがお互いの理解を深め、協力して取り組むこと

が重要です。そのため、県や食品関連事業者が日常的に食の安全・安心に係る情

報を提供し、食品関連事業者及び県民の皆さんにその情報を正しく理解していた

だくことにより情報の共有化を図るとともに、これらの関係者間での意見や情報

を相互に交換する、リスクコミュニケーションを推進します。 

また、緊急時には、県民及び食品関連事業者の皆さんに食品の安全性等に関す

る情報を正しく理解いただくため、必要な情報を迅速かつ的確に情報提供します。 

 

 ９ 情報の共有化の推進  

    

 

（１）食品中の放射性物質や食肉の生食によるリスク、食品の表示制度等、食

の安全・安心に関する情報について、県民の皆さんの知識や理解を深める

ために「かながわ食の安全・安心基礎講座」や出前講座等を開催します。 

また、ホームページ、携帯電話、情報誌等を通じて、県民の皆さんの疑

問やニーズに対応しながら様々な情報発信を行います。 

（２）県内の小学生を対象に、食品の安全性に関する情報について理解を深め

るため「かながわ食の安全・安心教室ｆｏｒ ＫＩＤＳ」を開催します。 

（３）食品等の自主回収の情報について、食品関連事業者による情報提供を促

進するとともに、県が報告を受けた自主回収の情報をホームページ等を通

じて、県民の皆さんに迅速に分かりやすく提供します。 

（４）県民の皆さんから公募した「かながわ食の安全・安心モニター」を通じ

て、食の安全・安心に係る情報をより多くの県民の皆さんに提供します。 

（５）食品関連事業者自らが行う食の安全・安心の確保に向けた取組みや、生

産・製造等の現場の情報が、食品関連事業者から積極的に県民の皆さんに

提供されるよう促進します。 

（６）食育の推進に関する施策と連携して、様々な場面で、県民の皆さんに食

品の安全性に関する知識の普及を図ります。 

（７）「かながわ食の安全・安心相談ダイヤル」や消費生活相談窓口に寄せら

れた県民の皆さんの疑問や相談に適切に対応し、その後の取組みに生かし

ます。 

（８）食中毒が発生しやすい時期には「食中毒警報」や「ノロウイルス警戒情

報」を発令し、県民及び食品関連事業者の皆さんに食中毒の予防を呼びか

けます。また、食品による重大な健康被害が生じ、又は生じるおそれがあ

る緊急時には、被害の拡大防止のため、迅速に情報を発信し、注意喚起を

行います。 

取組内容 

◎リスクに関する相互理解（リスクコミュニケーション） 
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10 関係者による意見交換の促進  

    

 

 

（１）県民の皆さんや食品関連事業者の皆さんとの相互理解を図り、意見を県

の施策に反映するため、関係機関や関係団体と連携して「かながわ食の安

全・安心キャラバン」を県内各地で開催し、県民の皆さんの関心が高いテ

ーマについて、意見交換を行います。 

（２）「かながわ食の安全・安心モニター」制度により、モニターからの意見

や情報をいただき、県の施策の参考とします。 

（３）県民の皆さんの意見を県の施策に反映するため、意見提案制度やその活

用の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  食の安全・安心基礎講座 
  食の安全・安心に関する知識と理解を深めたいと考

えている県民の皆さんの要望にお応えするため、食の

安全・安心に関する基礎的な情報を提供し、共有化を

図るための講座を開催しています。 

 

 

取組内容 

 

０４５－２１０－４６８５ （専用ダイヤル） 

受付時間 ８時３０分～１１時３０分  

１３時００分～１６時３０分  

（土日、祝日、年末年始の閉庁日を除く） 

 

 

 

  かながわ食の安全・安心相談ダイヤル 

 食の安全・安心に関して、わからないことや心配だと思っていることはありませんか？ 

「かながわ食の安全・安心相談ダイヤル」は、食の安全・安心に関する相談を受け付ける

専用電話です。 

 

食の安全・安心に関して県民の皆さんの関心の

高いテーマについて疑問にお答えするとともに、

意見交換を行い、相互理解を図ります。 

かながわ食の安全・安心キャラバン 

食品の場合は、どのような食品にも食べ方や量によ

っては多少のリスクがあることを前提に、食の安全･安

心の確保を図る過程において、食に関わる関係者（消

費者、食品関連事業者、行政）が相互理解を深めるた

め、食品のリスクに関する情報や意見を相互に交換す

ることをいいます。 

リスクコミュニケーションとは？ 

リスクコミュニケーションとは、リスクに関係する人々の間で、リスクに関する情

報や意見を相互に交換することです。 
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Ⅴ 重点的取組み 

 次の取組みについては、今後３年間で重点的に事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

食品中の放射性物質検査 
検査計画に基づき

実施 

検査計画に基づ

き実施 

検査計画に基づ

き実施 

食品と放射性物質に関する食品衛生

監視員等の研修 
１回 １回 １回 

食品と放射性物質に関するリスクコ

ミュニケーション事業 
3回 3回 3回 

 

 

 

 

 今後 3か 

◎ 県内で生産された出荷前の農林畜水産物について、計画的に放射性物質の

検査を行い、安全性を確保します。 

◎ 県内に流通する食品について、放射性物質の抜き取り検査を行い、安全性

を確保します。 

◎ 市町村と連携して学校給食に係る放射性物質検査を実施します。 

◎ 食品中の放射性物質の検査結果については、全て速やかに県のホームペー

ジ等で公表します。 

◎ 食品中の放射性物質検査を実施している市町村と連携して、必要に応じて

調査等を行い、食品の安全性の確保を図ります。 

◎ 食品衛生監視員等の食品と放射性物質に関する知識の向上を目的とした研

修を開催します。 

◎ 県民の皆さんとの情報共有や相互理解を図るため、県内市町村及び関係団

体と連携して、食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション事業を

実施します。 

 

取組目標 

１  食品中の放射性物質への対応を推進する取組み 
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 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

かながわ食の安全・安心基礎講座 10回 10回 10回 

かながわ食の安全・安心キャラバン ３回 ３回 ３回 

かながわ食の安全・安心教室 for 

KIDS 
２回 ２回 ２回 

食品関連事業者の生産・製造現場公

開情報等の県民への提供 
拡充 拡充 拡充 

消費生活情報誌等への食の安全・安

心に関する情報掲載 
２回 ２回 ２回 

食育のための食品安全リーフレット

の発行 

県内の全小学校を 

対象に配布 

県内の全小学校を 

対象に配布 

県内の全小学校を 

対象に配布 

◎ 食品関連事業者や県民の皆さんと協力して、情報の共有化を推進しま

す。特に、食品の生産・製造現場の見学などを通じて、県民の皆さんに

事業者の衛生管理などの取組みを理解していただく「かながわ食の安

全・安心基礎講座」の充実を図るほか、「かながわ食の安全・安心モニ

ター」制度を活用し、モニターを通じた情報提供を行います。 

◎ 関係団体と協力して、意見交換を推進します。県民の皆さんの関心が

高いテーマについて県内各地で意見交換を行う「かながわ食の安全・安

心キャラバン」を関係団体と協力して開催し、県民の皆さんとの情報共

有や相互理解を図ります。 

◎ 県内の小学生を対象に、食品の安全性に関する情報について理解を深

めるため「かながわ食の安全・安心教室ｆｏｒ ＫＩＤＳ」を開催しま

す。 

◎ 県内市町村及び関係団体と連携し、食の安全・安心の確保に関する情

報について、地域住民や食品関連事業者の方々へ効率的な情報提供を行

い、共有化を図ります。 

 

 

 

取組目標 

２  情報の共有化と意見交換を推進する取組み 
    （リスクコミュニケーションを推進する取組み） 
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Ⅵ 施策の推進体制 

１ 庁内の連携体制 

県は、副知事を座長とし、庁内関係部局で構成する推進会議において、全庁

的に取組みを進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 関係機関等との連携 

（１）施策の推進のための連携強化 

   食の安全・安心の確保については、国、県、保健所設置市がそれぞれの役

割を担っています。 

国は、食品の安全性や表示などに関する各種法令や基準等の制定、検疫所

における輸入食品の安全性の確認、食品の放射性物質の検査計画に関する基

本的事項の策定、食品表示法に基づく食品表示の指導等を行っているほか、

リスクコミュニケーションを推進しています。 

一方、県は、各種法令や各種条例に基づき、国との適切な役割分担のもと

に、他の自治体や保健所設置市と連携し、食の安全・安心の確保を推進して

います。 

保健所設置市は、食品衛生法等に係る事務を行うほか、食品衛生法と密接

に関わる、条例に規定した「食品等の自主回収の報告」と「食品等輸入事務

所等の届出」の２つの制度に係る事務についても、効果的・効率的な運用を

図るため、それぞれの市で行います。 

ア 保健所設置市との連携 

条例に規定する内容は県内全域にその効力が及ぶことから、条例に基づ

く施策の運用においては、各市との会議等を通じて情報交換を密にしなが

ら、共通認識のもとに連携した取組みを進めます。 

イ その他の県内市町村との連携 

    保健所設置市以外の県内市町村にご協力をいただきながら、県民の皆さ
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んに身近な県内市町村の窓口を通じて、地域住民や食品関連事業者の方々 

へ、食の安全・安心の確保に関する情報提供を行い、情報の共有化を図り

ます。 

ウ 国及び全国の自治体との連携 

食の安全・安心の確保のためには、国や全国自治体との連携が不可欠で

あることから、会議等を通じて積極的に情報及び意見の交換等を行い、食

品の安全性確保やリスクコミュニケーションの推進について、連携した取

組みを進めます。 

また、国に対しては、さらなる食の安全・安心の確保に向けて、提案・

要望をします。 

   エ 関係団体との連携 

指針に基づく施策の推進に当たっては、食品関連事業者や消費者の団体

との協力が不可欠であることから、積極的に情報及び意見の交換を図り、

連携した取組みを進めます。 

 

（２）緊急時の対応 

食品による重大な健康被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急時には、

推進会議が中心となって上記関係機関等と協力するほか、必要に応じて警察、

消防・医療機関、報道機関と連携・協力し、迅速かつ的確に対応し健康被害

の発生又は拡大の防止を図ります。 

○ 畜産物の安全性の確保を阻害する、又はそのおそれがあるような家畜の

伝染病の発生等に対して、対応マニュアル等に基づき迅速、適切に対応し

ます。 

○ 食中毒の発生又はその疑いがあるときは、神奈川県食中毒対策要綱・食

中毒処理要領等に基づき、原因究明を迅速に行い、被害の拡大防止及び再

発防止に向けて対策を講じます。原因が食中毒の疑いとも判別できない段

階においても、飲食物摂取による健康被害が発生した場合は、神奈川県保

健福祉部健康危機管理指針に基づき迅速、適切に対応します。 

○ いわゆる健康食品による健康被害が発生した場合は、厚生労働省が策定

した健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領に基づき迅速、

適切に対応するとともに、関係部局が密接に連携を図り、対策を講じます。 

 

３ 神奈川県食の安全・安心審議会の役割 

県民、食品関連事業者及び学識経験者で構成する神奈川県食の安全・安心審

議会は、同審議会規則により「食の安全・安心の確保に関する重要事項につき

知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議する」と

規定されています。 

そこで、県は、指針に示す施策の方向について、社会情勢や県民ニーズに適
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応しているか同審議会に意見を聴きながら、必要に応じて見直しを行います。 

 

４ 県民意見の反映 

  「かながわ食の安全・安心モニター」制度や意見提案制度により、県民の皆

さんからいただいたご意見を参考に、県の施策を推進します。 

 

５ 他の計画との関係 

「食育」の推進については、食育基本法に基づき平成 25 年３月に県が策定し

た「食みらい かながわプラン 2013」(第２次神奈川県食育推進計画)に沿って取

り組んでいきます。食品の安全性に関する情報提供など、食の安全・安心の確

保と食育の推進に共通する施策について、推進会議は、食育に関する庁内推進

体制である「かながわ食育推進会議」と連携して取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

神奈川県 

食の安全・安心推進会議 

かながわ 

食育推進会議 

 

県内 

保健所設置市 

知事 
神奈川県 

食の安全・安心 

審議会 

県民 

食品関連事業者 

学識経験者 

 

諮問 

答申・意見具申 

要望 

調査・審議 

連携・協力 

関係団体・ 

食品関連事業者 

連携・協力 

国 

県民 

県内市町村 

緊急時 

警察・消防・医療機関・報道機関 

連携・協力 

連携・協力 

連携・協力 

意見交換 

横浜市   川崎市 

相模原市  横須賀市  

藤沢市 

 

連携・協力 

連携・協力 

連携・協力 

県外 

自治体 

【 施策の推進体制図 】 
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かながわ食の安全・安心の確保の推進に関する指針 
用 語 集 

 

用  語 解  説 

○アレルギー表示 食物の摂取により生体に障害を起こす反応のうち、食物抗原に対す

る免疫学的反応によるものを食物アレルギーといいます。近年、アレ

ルギー物質を含む食品に起因する健康被害が多く見られ、こうした危

害を未然に防ぐため、アレルギー物質を含む食品の原材料表示が義務

付けられています。 

食品表示法では、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の７品

目が「特定原材料」として表示が義務付けられ、あわび、いか、いく

ら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、

鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご及びゼラチ

ンの 18品目が「特定原材料に準ずるもの」として表示をするように奨

励されています。 

○家畜の伝染性疾病 家畜伝染病予防法で定められた家畜の疾病で、牛の結核病、鶏の高

病原性鳥インフルエンザなどがあります。 

○ （牛）結核病：細菌による牛等の病気で、咳と栄養状態の悪化を示

し、人畜共通の感染症でもあります。 

○ ヨーネ病：細菌による牛等の病気で、慢性の頑固な下痢と削痩（栄

養状態が悪く痩せた状態）を示します。 

○ ブルセラ病：細菌による牛等の病気で、流産、不妊症、精巣炎を示

し、人畜共通の感染症でもあります。 

○ 流行性脳炎：日本脳炎ウイルスなどによる豚、馬等の病気で、蚊が

媒介し、流産、精巣炎、神経症状を示し、人畜共通の感染症でもあ

ります。なお、ウエストナイルウイルス感染症もこれに含まれま

す。 

○ 高病原性鳥インフルエンザ：鳥のインフルエンザのうち、急死等の

重篤な症状を示すものをいいます。国外では鳥から人への感染も報

告されています。なお、鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフ

ルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていま

せん。 

○かながわ食の安全・安心モニタ

ー制度 

県民の皆様から直接意見や情報をいただき、食の安全・安心の確保

に関する施策の参考とするため、平成 17年度から実施している制度で

す。モニターは、毎年度、ホームページ等で募集しています。主な活

動内容は、アンケートへの回答やご意見を提出していただくことや、

県から提供する情報を知人等に伝達していただくことです。 

○食育 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべき

もの、及び様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択す

る力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるこ

とをいいます。 

県では食育基本法に基づき、本県の食育推進の方向性、目標を定め

るとともに、県が取り組むべき施策を明らかにした「第２次神奈川県

食育推進計画(食みらい かながわプラン2013)」を策定し、総合的に食

育を推進していきます。(計画期間は平成25年～29年度) 
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用  語 解  説 

○食鳥処理場 

 食鳥肉 

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく許可を受

けて、家きん（鶏、あひる、七面鳥など）を食用に処理する施設をい

います。 

食鳥処理場には、生きた家きんを処理し（とたい→羽毛の除去→内

臓の摘出等）食鳥肉にする「生鳥処理場」と、羽毛を除去した食鳥と

たいから内臓の摘出等の処理を行う「食鳥とたい処理場」がありま

す。 

○食の安全・安心の確保  食品の安全性の確保並びに当該確保によってもたらされる県民の食

品及び食品関連事業者に対する信頼の向上をいいます。（神奈川県食

の安全・安心の確保推進条例第２条第１号） 

○食品営業者 この指針では、食品若しくは添加物を製造、輸入、加工、調理、貯

蔵、運搬又は販売するもの及び器具若しくは容器包装を製造、輸入又

は販売するものであって、県内に事務所又は事業所を有するものをい

います。 

○食品営業者等 この指針では、食品若しくは添加物を製造、輸入、加工、調理、貯

蔵、運搬又は販売するもの、器具若しくは容器包装を製造、輸入又は

販売するもの、学校、病院その他の施設において継続的に不特定・多

数の者に食品を供与するもの、と畜業者及び食鳥処理業者であって、

県内に事務所又は事業所を有するものをいいます。 

○食品関連事業者 食品安全基本法第８条第１項に規定する事業者（肥料、農薬、飼

料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼす

おそれがある農林漁業の生産資材、食品（その原料又は材料として使

用される農林水産物を含む。）若しくは添加物又は器具若しくは容器

包装の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者）であっ

て、県内に事務所又は事業所を有するものをいいます。（神奈川県食

の安全・安心の確保推進条例第２条第４号） 

○食品等 食品（その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。）及

び添加物並びに器具及び容器包装をいいます。（神奈川県食の安全・

安心の確保推進条例第２条第３号） 

○食品等輸入事務所等の届出制度 食品等を輸入する食品関連事業者（食品安全基本法第８条第１項に

規定する食品関連事業者であって、県内に事務所又は事業所を有する

もの）が、輸入に係る関税法第 67 条の規定による輸入の申告又は同

法第 73 条第１項の規定による承認の申請に係る業務を行う県内の事

務所又は事業所を「食品等輸入事務所等」といい、これを知事に届け

出ることを義務付けた制度をいいます。（神奈川県食の安全・安心の

確保推進条例第 16条第１項） 

○水産用医薬品 動物用医薬品のうち食用に養殖されている水産動物に使用されるこ

とが目的とされているものをいいます。 

⇒「動物用医薬品」の項参照 

○生産者等 この指針では、農林水産物の生産活動を行うもの及び肥料、農薬、

飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼ

すおそれがある農林漁業の生産資材に係る事業活動を行うものであっ

て、県内に事務所又は事業所を有するものをいいます。 

○動物用医薬品 牛、豚、鶏などの畜産動物や養殖魚に対して、飼育段階で病気の治

療や予防のために使用される抗生物質、合成抗菌剤、寄生虫駆除剤な

どをいいます。 
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用  語 解  説 

○特定部位 「牛海綿状脳症対策特別措置法」の規定により、と畜場で焼却が義

務付けられている牛体内の部位のことです。ＢＳＥ対策が始まった平

成 13 年 10 月から、牛の頭部（舌及びほほ肉を除く）、せき髄及び回

腸（盲腸との接続部分から２メートルまでの部分）が対象とされてい

ましたが、平成 25 年４月から、30 か月齢以下の牛の扁桃を除いた頭

部（舌及びほほ肉を除く）及びせき髄が除外されます。 

⇒「ＢＳＥ」の項参照 

○と畜場 と畜場法に基づき知事等の許可を受けて、食用に供する目的で牛、

馬、豚等をとさつし、又は解体するために設置された施設をいいま

す。 

○農薬 農作物を害する菌、線虫、ダニ、昆虫、ねずみその他の動植物また

は、ウイルスの防除に用いられる薬剤（殺菌剤、殺虫剤、除草剤、殺

そ剤、展着剤など）及び農作物の生理機能の増進又は抑制に用いられ

る薬剤（植物成長調整剤）をいいます。防除のために用いられる天敵

も農薬とみなします。 

なお、ゴキブリ、蚊等の衛生害虫を防除するために家屋等で用いら

れるものは農薬に該当しません。 

○放射性物質 

 

 

放射性物質とは放射能をもつ物質のことで、放射性ヨウ素や放射性
セシウムなど、様々な種類があります。放射性物質がもつ放射能は、
時間がたつにつれて弱まり、一定の期間がたつと半減する性質があり
この期間を半減期といいます。 
放射能とは放射線を出す能力のことを言い、放射線とは放射性物質

から出る粒子や電磁波のことで、アルファ線、ベータ線、ガンマ線等
があります。 
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により、放射性ヨウ素や放

射性セシウムなどの放射性物質が放出されました。 
この事故を受けて、平成 23 年 3 月 17 日に食品中の放射性物質に関

する暫定規制値が定められました。 

その後、食品衛生法が改正され、平成 24 年４月１日から、食品中の

放射性セシウムの新たな基準値が施行されました。 

新たな基準値は、この事故で放出された半減期が１年以上の全ての

種類の放射性物質を考慮して設定されています。 

○ＢＳＥ（牛海綿状脳症） ＴＳＥ（伝達性海綿状脳症：Transmissible Spongiform 

Encephalopathy）という、未だ十分に解明されていない伝達因子(病

気を伝えるもの)と関係する病気のひとつで、牛の場合にはＢＳＥ

（Bovine Spongiform Encephalopathy）と呼ばれます。ＢＳＥに感染

した牛では、異常化したプリオンが、主に脳に蓄積することによっ

て、脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などの中枢神

経症状を呈し、死に至ると考えられています。潜伏期間は平均５年、

ほとんどの場合が３年から７年と推測されており、現在のところ、生

体診断法や治療法はありません。牛から牛にＢＳＥがまん延したの

は、ＢＳＥに感染した牛を原料とした肉骨粉を飼料として使ったこと

が原因と考えられています。昭和 61年にイギリスで発見され、他国に

も広がりを見せ、日本でも平成 13年９月に初めて確認されました。 

○ＢＳＥ（スクリーニング）検査 ＢＳＥの一次試験のことでエライザ法という検査法で行います。エ

ライザ法は、牛の脳組織から採取した試料を物理的・化学的に処理し

た後、異常化したプリオンと抗体との反応、酵素による発色反応を用

いて異常化したプリオンの有無を判断します。 

ＢＳＥスクリーニング検査で陽性になった場合は、国立感染症研究

所などで、さらに高度な確認検査が行われ、牛海綿状脳症でないと判

断されるまでは、その牛の肉などは流通しません。 
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